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MLS-1 16 日（水）　RoomA

美容医療を取り巻く法令改正

林	俊孝
Toshitaka Hayashi

弁護士法人品川CS法律事務所

１．特定商取引法の概要
　（１）法の目的
　（２）規制対象
２．美容医療との関係
　（１）これまでの関係
　（２）法令改正の経緯
　（３）改正後の特定商取引法と美容医療との関係
　（４）改正法令の適用範囲
　　　ア．特定継続的役務について
　　　イ．適法範囲か否か判断に迷う幾つかのケース
３．法令改正に伴い各クリニックでやらなければならないこと
　（１）患者への契約内容の説明の仕方・注意点
　（２）契約書面・概要書面交付の義務付け
　（３）クーリング・オフ制度等に基づく対応
　（４）その他禁止行為等
５．その他の法令の改正について

──特定商取引法の法令改正に関わる実務対応と注意点を中心に──


